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資料：医療施設調査（静態調査は３年ごと） 
注）１．１０月１日現在である。 
　２．平成２１年、２２年、２４年、２５年は動態調査結果を用いた。

＜1＞



資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（２年ごと調査）

＜2＞



資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（２年ごと調査） 
注）歯科医師延数は、２以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上している。

＜3＞



資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（２年ごと調査）

＜4＞



資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（２年ごと調査）

＜5＞



資料：医療施設調査（静態調査は３年ごと） 
注）１．１０月１日現在である。 
　　２．「医師」、「歯科医師」、「歯科衛生士」及び「歯科技工士」の「常勤」は実人員である。 
　　３．平成１４年以降はすべての職種を常勤換算し、看護師及び准看護師については、実人員も表章している。 
　　４．平成２３年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。

＜6＞



資料：医療施設調査（静態調査は３年ごと） 
注）１．１０月１日現在である。 
　２．平成２３年は福島県の全域を除いた数値である。 

資料：医療施設調査（静態調査は３年ごと） 
注）１．１０月１日現在である。 
　２．平成２３年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。 

＜7＞



資料：衛生行政報告例（隔年報）
＜8＞



資料：衛生行政報告例（隔年報） 
注）東日本大震災の影響により、平成２２年度は宮城県が含まれていない。宮城県については計数不明であるため、 
「－」とした。 ＜9＞



資料：衛生行政報告例（隔年報）

＜10＞



資料：患者調査（３年ごと調査）（調査月は、５８年までは各年７月、５９年からは１０月である。） 
注）１．５５年から歯科診療所の受療率より算出。ただし、「６５～」及び「７０～」の受療率については、傷病小分類 
      　　（歯及び歯の支持組織の疾患＋歯の補綴）により算出した。 
　２．平成８年以降は、傷病小分類（う蝕＋歯肉炎及び歯周疾患＋その他の歯及び歯の支持組織の障害＋歯の補綴） 
　　　により算出した。 
　３．平成２３年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

＜11＞



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

資料：患者調査（３年ごと調査）（調査月は、５８年までは各年７月、５９年からは１０月である。） 
注）１．昭和５９年からは患者調査、医療施設調査より推計したものであり、「歯科医師１人当たりの患者数」は、 
　　　　患者数を常勤歯科医師数で除したものである。 
　　２．平成２３年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。

資料：患者調査（３年ごと調査）（調査月は、５８年までは各年７月、５９年からは１０月である。） 
注）平成２３年の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

＜12＞



資料：全国健康保険協会管掌健康保険事業年報、国民健康保険事業年報、後期高齢者医療事業年報 

＜13＞



資料：医療給付実態調査 

＜14＞



資料：基金統計月報、国保事業月報（国保事業年報） 
注）１．国保は１件当たり費用額÷１０である。 
　　２．１窓口当たり件数及び点数は医保のみであり、請求窓口数は基金統計月報を用いた。 
　　３．国保データについては、国保事業年報を用いた。 
　　４．※（ ）内は、消費税率引き上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増への対応分

＜15＞



資料：基金月報、国民健康保険事業年報 
注）１．都道府県別は国民健康保険のうち国保組合分を除く。 
　２．１窓口当たり点数は基金年報の請求窓口数を用いた。 
　３．医療保険・国民健康保険とも老人保健医療給付対象者分を含む。 
　４．平成２０年４月より後期高齢者医療制度が発足。 ＜16＞



資料：社会医療診療行為別調査（各年６月審査分） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

資料：社会医療診療行為別調査（各年６月審査分） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

＜17＞



資料：社会医療診療行為別調査（６月審査分） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

資料：社会医療診療行為別調査（６月審査分） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

＜18＞



資料：社会医療診療行為別調査（各年６月審査分） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

＜19＞



資料：社会医療診療行為別調査（各年６月審査分） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

＜20＞



資料：社会医療診療行為別調査（６月審査分） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

＜21＞



資料：社会医療診療行為別調査（６月審査分） 
注）調査の対象は、協会けんぽ、組合健保、国保及び後期高齢者医療制度である。

＜22＞



22. 先 進 医 療 に つ い て 
 
 
 

   先進医療について 

 

○先進医療については、平成１６年１２月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣（規制改革、産業再生機

構）、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」に基づき、国民の安全性を確保

し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上すると

いう観点から、保険診療との併用を認めることとしたもの。 

 

○また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）において、「厚生

労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきもので

あるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、

厚生労働大臣が定める「評価療養」の１つとなっている。 

 

○具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基

準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたもの。なお、先進医療に

ついては、将来的な保険導入のための評価を行うものとして、保険診療との併用を認めたものであり、 

実施している保険医療機関から定期的に報告を求めることとしている。 

 

○なお、先進医療については、中医協（平成２３年５月１８日）において、①先進医療専門家会議と高度

医療評価会議の一本化、②医療上必要性の高い抗がん剤に関する取扱いの柔軟化、③先進医療実施前に

必要な数例の実績の効率化について了承され、平成２４年１０月１日より、これらに係る内容について

見直しが行われたところ。 

＜23＞



・申請受付の報告 ・審査方法の検討

先進医療の実施

先進医療技術審査部会

技術的妥当性、試験実施計画書等の審査

・技術的妥当性（有効性、安全性、技術的成熟度）の審査

先進医療Ｂは部会の審査結果を、外部機関で評価する技術は外部機関の評価結果を
踏まえ検討
・社会的妥当性（倫理性、普及性、費用対効果）の審査 等

先進医療会議における審査の流れについて

（先進医療Ａ）

･ 未承認、適応外の医薬品、
医療機器の使用を伴わない
医療技術

･ 未承認、適応外の体外診
断薬の使用を伴う医療技術
等であって当該検査薬等の
使用による人体への影響が
極めて小さいもの

（先進医療Ｂ）

･ 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使
用を伴う医療技術

・ 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使
用を伴わない医療技術であって、当該医療
技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施
に係り、実施環境、技術の効果等について
特に重点的な観察・評価を要するものと判断
されるもの

先進医療会議

保険医療機関

事務局

医療機関毎に個別に実施の可否を決定
実施可能な医療機関の施設

基準を設定

平成24年10月～

＜24＞



事務局

・技術的妥当性（有効性、安全性、技術的成熟度）の評価

先進医療Ｂ及び外部機関で評価する技術においては部会の評価結果を踏まえ
実施
・社会的妥当性（倫理性、普及性、費用対効果）の評価
・保険収載の必要性の検討
・実施状況等を踏まえた先進医療としての継続の可否の検討 等

先進医療実施後の技術の評価について

（先進医療Ａ） （先進医療Ｂ）

（前ページからの続き）

先進医療の実施

・試験期間の終了または症例登録の終
了による総括報告
・毎年１回の定期報告

・診療報酬改定での保険導入に向けた
検討のための報告
・毎年１回の定期報告

先進医療技術審査部会

技術的妥当性（有効性、安全性、技術的成
熟度）の評価

先進医療会議

保険収載
※診療報酬改定時における検討

先進医療として継続 先進医療告示から取消し

＜25＞



技術的妥当性、試験実施計画書等の審査

・申請受付の報告 ・審査方法の検討

抗がん剤

先進医療評価
委員会

（国立がん研究センター）

先進医療の実施（保険診療との併用が可能）

先進医療技術審査部会
技術的妥当性、試験実施計画書等の審査

・技術的妥当性（有効性、安全性、技術的成熟度）の審査
先進医療Ｂは、部会もしくは専門評価体制における評価結果を踏まえ検討
・社会的妥当性（倫理性、普及性、費用対効果）の審査 等

先進医療の申請から保険適用までの流れについて

（先進医療Ａ）

･ 未承認、適応外の医薬品、医療機
器の使用を伴わない医療技術

･ 未承認、適応外の体外診断薬の
使用を伴う医療技術等であって当該
検査薬等の使用による人体への影
響が極めて小さいもの

（先進医療Ｂ）

･ 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴う医療
技術

・ 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴わない
医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に
鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について
特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの

先進医療会議

保険医療機関

事務局

医療機関毎に個別に実施の可否を決定実施可能な医療機関の施設基準を設定

「医療上の必要性が
高い（※）」とされた場合

※「医療上の必要性の高い未承認薬・ 適応外薬検討
会議」において検討

医療機器 再生医療

早期導入が

妥当（＊）とさ
れた場合

第１種再生医
療等（＃）

再生医療評価委
員会

医療機器評価委
員会

＊「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する
検討会」において検討

＃「特定認定再生医療等委員会」において検討

【 最先端医療迅速評価制度 】
（先進医療ハイウェイ構想）

○対象技術を選
定

○実施医療機関
を選定

個
別
技
術
の

適
否

実
施
医
療

機
関
の
適
否

医
療
機
関

申
請

現
行
の
先
進
医
療

専
門
的
な
評
価
体
制

先進医療として
保険併用開始

実
施
計
画
の
適
否

医
療
機
関

申
請

先
進
医
療
会
議

おおむね6～7ヶ月

専
門
評
価
体
制

実
施
計
画
の

適
否

先
進
医
療
技
術
審
査
部
会

・

先
進
医
療
会
議

おおむね3ヶ月を目指す

先進医療として
保険併用開始

最先端医療迅速評価制度（先進医療ハイウェイ構想）
～保険外併用の評価の迅速化、効率化～

先
進
医
療
会
議

対象技術 実施医療機関 専門評価体制

抗がん剤 未承認薬等検討会議で、医療上の必
要性が高いとされた抗がん剤

臨床研究中核病院、臨床研究品質確保体制整備病院、早期・探索的臨床試験拠
点、特定機能病院及び都道府県がん診療連携拠点病院（適応外薬を用いるもの
に限る）から選定

先進医療評価委員会
（国立がん研究センター）

再生医療 特定認定再生医療等委員会で審議さ
れ承認された第１種再生医療等

臨床研究中核病院、臨床研究品質確保体制整備病院、早期・探索的臨床試験拠
点、これまで第１種再生医療等の承認を得た経験のある病院などから選定

再生医療評価委員会

医療機器 「医療ニーズの高い医療機器等の早
期導入に関する検討会」において早
期導入をすることが妥当とされた品目

臨床研究中核病院、臨床研究品質確保体制整備病院、早期・探索的臨床試験拠
点及び特定機能病院から選定

医療機器評価委員会
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○先進医療A（歯科）    ２種類

先 進 医 療 技 術 名 都 道 府 県 実 施 し て い る 医 療 機 関 の 名 称 適 用 年 月 日

東京都 東京医科歯科大学歯学部附属病院

北海道 北海道医療大学歯科内科クリニック

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

東京都 日本大学歯学部付属歯科病院

福岡県 九州歯科大学附属病院

千葉県 東京歯科大学千葉病院

千葉県 日本大学松戸歯学部付属病院

神奈川県 鶴見大学歯学部附属病院

大阪府 大阪歯科大学附属病院

熊本県 伊東歯科口腔病院

岐阜県 朝日大学歯学部附属病院

東京都 東京歯科大学水道橋病院

東京都 昭和大学歯科病院

宮城県 東北大学病院

福岡県 九州大学病院

長崎県 長崎大学病院

東京都 慶應義塾大学病院

北海道 北海道医療大学病院 

愛知県 愛知学院大学歯学部附属病院

東京都 日本歯科大学附属病院

徳島県 徳島大学病院

大阪府 大阪歯科大学附属病院

長崎県 国立大学法人　長崎大学病院

○先進医療B（歯科）    １種類
骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法
　
腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患による広範囲の顎骨又は歯槽骨欠損
（上顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の顎骨欠損又は上顎洞若
しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損に限り、下顎にあっては連続し
た三分の一顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損
に限り、歯槽骨欠損にあっては歯周疾患及び加齢による骨吸収を除く。）

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 H28.1.1

金属代替材料としてグラスファイバーで補強された
高強度のコンポジットレジンを用いた三ユニットブリッジ治療

適応症
臼歯部中間欠損
（臼歯部のうち一歯が欠損し、その欠損した臼歯に隣接する臼歯を支台歯
とするものに限る。）

H24.12.1

(3) 歯科分野における先進医療実施医療機関の一覧

平成２８年１０月１日現在

歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法

適応症
歯周炎による重度垂直性骨欠損

H19.10.1

-1 -
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23. 患 者 申 出 療 養 に つ い て 
 
 
 

   患者申出療養について 

 

○我が国においては、国民皆保険の理念の下、必要かつ適切な医療は基本的に保険収載しています。その

上で、保険収載されていないものの、将来的な保険収載を目指す先進的な医療等については、保険外併

用療養費制度として、安全性・有効性等を確認するなどの一定のルールにより保険診療との併用を認め

ている。  

 

○患者申出療養は、困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、先進的な医療について、患者の申出を起

点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするもの。  

 

○これは、国において安全性・有効性等を確認すること、保険収載に向けた実施計画の作成を臨床研究中

核病院に求め、国において確認すること、及び実施状況等の報告を臨床研究中核病院に求めることとし

た上で、保険外併用療養費制度の中に位置付けるものであるため、いわゆる「混合診療」を無制限に解

禁するものではなく、国民皆保険の堅持を前提としている。 
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患者申出療養の審査・実施・評価の流れ①

主担当は、副担当及び技術専門委員の
評価結果を踏まえて総合評価を行う

担当構成員及び技術専門委員は、事前
評価を行う

その際、事務局は、担当構成員及び技
術専門委員から申請内容について指摘
があれば、添付資料を作成した臨床研究
中核病院に対して指摘事項の回答の作
成を依頼し、作成された回答を担当構成
員及び技術専門委員に送付する

担当構成員（原則として主担当１名、副
担当２名）及び必要に応じて技術専門委
員を選任する

患者申出療養評価会議において、以下の審査を行う
・技術的妥当性（有効性、安全性等）及び試験実施計画等の妥当性の審査
・有効性、安全性等を踏まえた保険給付との併用の適否
・当該医療技術を実施できる保険医療機関の審査 等

事務局

患者申出療養評価会議

患者申出療養の実施

患者

臨床研究中核病院が
意見書等を添付
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患者申出療養の実施

・技術的妥当性（有効性、安全性等）及び試験実施計画等の妥当性の審査
・有効性、安全性等を踏まえた保険給付との併用の適否
・当該医療技術を実施可能な医療機関の考え方を設定 等

患者申出療養の審査・実施・評価の流れ②

患者申出療養評価会議

患者

事務局

臨床研究中核病院が
意見書等を添付

・診療報酬改定での保険導入に向けた検討のための報告
・試験期間の終了または症例登録の終了による総括報告
・毎年１回の定期報告

事務局

・技術的妥当性（有効性、安全性、技術的成熟度）の評価
・社会的妥当性（倫理性、普及性、費用対効果）の評価
・保険収載の必要性の検討
・実施状況等を踏まえた患者申出療養としての継続の可否の検討 等

患者申出療養評価会議

保険収載
※診療報酬改定時における検

討

患者申出療養として継続
患者申出療養告示から

取消し
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